
番号 ご意見等 県の考え方

1

　岡山県歯科保健実態調査項目であ
る「口移しや食器の共有等でむし歯
菌が親から赤ちゃんに移る」につい
ては、口腔衛生学会によると、「３
歳児において親との食器共有とう蝕
との関連性は認められていない」と
あるが、計画に記載するのはどう
か。

　次回の岡山県歯科保健実態調査を実施する際には、
該当の調査項目の記載内容について検討します。

2

　本市においても口腔機能の発達に
ついて気になる児が増えており、課
題であると認識している。各主体の
役割の市町村のところに、「口腔機
能の獲得に向けた食育分野などと連
携しての相談支援」についても記載
してほしい。

　ご意見を踏まえ、市町村の役割に「口腔機能の獲得
に向け、食育分野などと連携して相談支援を行う。」
を追記します。

「第３次岡山県歯科保健推進計画」（素案）に対する
県民意見等の募集結果について

令和５年１１月１５日から令和５年１２月１４日までの間、「第３次岡山県歯科保健推進計
画」（素案）について、おかやま県民提案制度（パブリック・コメント）により、ご意見等を募
集したところ、次の５件が寄せられました。
これらのご意見等に対する県の考え方を掲載しておりますのでご覧ください。貴重なご意見あ

りがとうございました。

＜寄せられたご意見等と県の考え方＞

【第２章　（１）妊産婦期の歯科保健　】　１件

【第２章　（２）乳幼児期の歯科保健　】　１件
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3

　長い人生をよりよく生きるために
口腔の衛生管理、健康づくりは重要
と考えるし、それぞれのステージや
場所、立場で、それぞれに口腔内の
衛生管理、健康を意識していくとよ
いことと考える。
　学齢期の歯科保健について、学校
は、学習指導要領に基づく保健教育
でむし歯予防を進めており、薬物を
使うことは、学校が担うことではな
いと考える。合理的配慮が必要な子
ども達が増えている中で、よりそう
感じる。
　保護者に働きかけて、かかりつけ
の歯科医をもち、保護者の責任の
下、家庭で実施することではないで
はないか。安易に学校でするという
選択をしないでほしい。

　フッ化物の利用には、歯の質を強くする効果があり
ます。５～６歳ごろから１２歳ごろにかけて永久歯に
生え変わる時期であり、小学校等でフッ化物洗口事業
を集団的に実施することにより、ポピュレーションア
プローチとしてむし歯予防効果による健康格差の縮小
が期待できます。
　フッ化物洗口事業の実施にあたっては、教職員や保
護者がその必要性を理解し、その同意を得ることを前
提としており、関係者の同意が得られた学校園におい
て実施しているところであります。

4

　教育活動ではない行為は、家庭で
行うべきだ。保護者の価値観も様々
であり、合理的配慮を必要とする児
童園児もいる。学校での実施は、希
望しない児童園児の人権が守られな
い。例えば、休日などに保健所の職
員が地域住民に実施すればよいので
はないか。

　フッ化物の利用には、歯の質を強くする効果があり
ます。５～６歳ごろから１２歳ごろにかけて永久歯に
生え変わる時期であり、小学校等でフッ化物洗口事業
を集団的に実施することにより、ポピュレーションア
プローチとしてむし歯予防効果による健康格差の縮小
が期待できます。
　フッ化物洗口事業の実施にあたっては、教職員や保
護者がその必要性を理解し、その同意を得ることを前
提としており、関係者の同意が得られた学校園におい
て実施しているところであります。

5

　学校で、集団でフッ素洗口を行わ
なければならない現状なのか。
　子どもが、フッ素塗布や、フッ素
入りの歯みがき粉を使った歯みがき
をしている。この上にフッ素洗口を
して体に害はないのか。斑状歯にな
らないのか。
　体質や感覚過敏、生活習慣など一
人ひとり違う。よく知っている保護
者が、歯科医院で説明を受けたうえ
で行うべきである。

　フッ化物洗口とフッ化物配合歯磨剤、フッ化物歯面
塗布を組み合わせて実施しても、フッ化物の過剰摂取
になることはありません。（参照：「フッ化物洗口・
ファクツ2022」）引き続き、厚生労働省「フッ化物洗
口ガイドライン」や岡山県「フッ化物洗口実践ガイ
ド」に基づき、最新の知見に基づく情報提供を行って
まいります。
　また、フッ化物の利用には、歯の質を強くする効果
があります。５～６歳ごろから１２歳ごろにかけて永
久歯に生え変わる時期であり、小学校等でフッ化物洗
口事業を集団的に実施することにより、ポピュレー
ションアプローチとしてむし歯予防効果による健康格
差の縮小が期待できます。
フッ化物洗口事業の実施にあたっては、教職員や保護
者がその必要性を理解し、その同意を得ることを前提
としており、関係者の同意が得られた学校園において
実施しているところであります。

【第２章　（３）学齢期の歯科保健】　　　３件

2


